
　日常生活における移動を支援するため、１乗車５００円の負担で利用できるようタクシーの利用料金を助成します。

【対象者】　　次のいずれかに該当する方のうち、一般の交通手段を利用することが困難な方
　　①介護保険の要介護認定において、要介護３～５に認定された方若しくは下肢又は体幹機能障害２級以上の障がいがある方
　　②住民税非課税世帯で、要支援～要介護２に認定された方若しくは同等の障がいがある方
　　③路線バスの利用が困難な、田河内、相谷、向山、唐川、大坂、鳥越に居住する65歳以上の方
　　④その他町長が特に必要と認めた方
【利用料】　　１乗車につき　５００円　（※原則、年間１００回を限度とします。）
【タクシー事業者】　　観光タクシー、日本海タクシー、日本交通
【利用できる移動範囲】　　日常生活に必要な町内の移動（商店や金融機関なども対象になります。）

一般財源 580千円

事業費 2,080千円

財源内訳
（千円）

事業名 高齢者等移送サービス事業
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引き続き検討する

1 社会福祉費

電話番号

　家庭での移送が困難な高齢者、身体障がい者等を対象に、医療機関や行政機関等への移動を支援するため、タクシーによる移
動料金を軽減する「高齢者等移送サービス事業」を平成12年から行っています。
　ご提案のような利用者ニーズを踏まえ、高齢者、障がい者等の外出支援や介護予防などの更なる充実のため、日常生活におい
て必要な外出についても利用いただけるよう、タクシーで移動できる範囲を広げます。
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　歩行が困難な障がい者にとって、移動費（鳥取市内までの通院に要するタクシー代など）の負担
が大きい。
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①町の高齢者等移送サービスを買い物にも使用できるようにする。
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